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<速報> 障害者自立支援法一部改正案 衆議院厚生労働委員会通過 

(5月 28日) 以下､アピール文を参照してください｡

｢私たち抜 きに私た ちの ことを決めるな｣

｢障害者 自立支援法改正案｣に対す る緊急ア ピール 

2010年 5月 27日

特定非営利描勤法人 D P IR本会議

議長 三揮 了

｢障害者自立支援法改正案｣が議員立法で今国会成立-との寝耳に水ともいえる報道が､昨日から報

じられている｡

私たちDPI日本会議は､｢私たち抜きに私たちのことを決めるな｣を合言共に､障害者自立支援法

に異議を申し立て､全国の仲間たちと連携をし､これまで粘 り強い運動を展開してきた｡

昨年 9月に成立した民主党政権は私たちの声を真筆に受け止め,障害者自立支援法を廃止し､当事者

参画の新法制定を約束した｡そして､長妻厚生労働大臣は､昨年の 10月 30日､日比谷野外音楽堂で行

われた全国大フォーラムにおいて､参加者一一･万人の前で ｢自立支援法を廃止し､みなさま (障害者)や

家族の意見に謙虚に耳を傾けながら,新しい制度をつくりたい｣と述べたo

また､障害者自立支援法違憲訴訟では､原告団は国の和解案を受け入れ､国との間で制度改革に向け

ての ｢基本合意｣を取り交わした♭さらにこの基本合意の実施を検証するために､国 ･厚労省は ｢訴訟

団｣との定期協議を約束している｡

さらに昨年 12月に設置された ｢降がい者制度改革推進会議｣では精力的に議論が重ねられ､6月中

には､第 一次意見書がまとめられるとのことが予定されている｡また､推進会議のもとに設置された l総

合福祉部会｣では､新法 (障害者総合福祉法)制定までの ｢当面の課纏｣について議論の真只中という

状況にあるo

こういった背景の中､この間の動きを時系列で､整理をしてみると､まず､ 4月 27日に自民党､公

明党によって ｢障害者自立支援法改正案｣が提出されたGこの自民栄,公明党の案に対するEl本障害フ

ォーラム (JDF)の見解を聞くという趣旨の会合が､5月 12日に民主党厚生労働政策委員会によっ

て企画され､DP I目本会議からも出席をした｡

当日は ｢自立支援法の改正は当面の課題のため必要である｣との意見を述べる団体もあったが､DP I

日本会議としては､あくまでも総合福祉部会で､新法制定までの間において当面必要な対策についての

議論がまとまっていないところで､法改正を行 うのはおかしいとい う観点から､必要な対策は予算措置

で精力的に行 うべきであるとの意見を述べたD

この目は団体の意見を聞くということだけで､与党による具体的な法律改正の考えは示されなかった｡ 

5月 20日､与党と自公両党は､障害者施策にかかる 3法案 (障害者自立支援法､障害者虐待防lL法､

ノ＼- ト購入法)の今国会提出を目指すことで大筋合意したとの新聞報道がされたD新聞記事によると｢昨
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午の通常国会 (2009年 3月)で白公政権が提出した中身をほぼ踏弟する｣というもので､まさに寝耳

に水としか言いようがない｡ 

-一部の団体のニュースによると､今回の ｢障害者自立支援改正法案｣の審議は､与党が今国会成立の

絶対的な課題として挙げられている ｢労働者派遣法｣の審議入 りのための野党対策の一環として組み込

まれたとも言われており､これがもし事実であるとするならば､私たちは強い驚きと怒 りを禁じえないO

これら一連の件に関しては､与党と障害当事者 ･関係者の話し合いが全くされておらず､障害者自立

支援法が当事者の意見を聞かずに成立したことへの反省がまったく活かされていないOまた､今回.V.さ

れる法案は､私たちがこれまで繰 り返し指摘をしてきた ｢谷間の障害者の問題｣や､｢移動支援｣や ｢手

話通訳･コミュニケーション支援事業｣などといった市町村間格差問題は何も解決されていないoまた､

障害者の自己決定を尊重しないサービス利用計画拡大の問題や､自立支援医療の応益負担の廃止が盛 り

込まれていない等､基本合意の水準を下回っている部分もある｡ 

5月 26日にも衆議院厚生労働委員会において､審議がされるとの動きを全国各地からの働きかけで

なんとか食い止めたが､5月 28日の衆議院厚生労働委員会で採決されることが極めて濃厚となってき

た.

こうした障害者自立支援法の反省が活かされていない､当事者抜きの進め方は決して許されない｡陣

がい者制度改革推進会議および総合福祉部会の議論を優先させるべきである｡

私たちDPI日本会議は､障害当事者の声をきちんと聞くことなく作成された同法 ｢改正｣案の廃案

を強く求め､粘り強く運動を展開するO

記 

1､ 今国会提出の障害者自立支援法一部 ｢改正｣案を廃案とし､新しい総合福祉法 (仮称)のあり

方とそれに向けた当面の課題に関する､障がい者制度改革推進会議のとりまとめと同総合福祉部会

の議論を踏まえ､今後の対応を行うこと｡ 

2､ 回 ･厚労省が､障害者自立支援法違憲訴訟原告Li7･弁護団と約束した基本合意を完全に夫現さ

せること｡


